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第１章 労働委員会の組織 

 

第１節 委員 

宮城県労働委員会は、公益委員、労働者委員、使用者委員各 5 人で構成

されており、任期は 2 年である（令和 5 年 12 月末現在、公益委員 1 名欠員）。 

 

第 44 期宮城県労働委員会委員名簿 

令和 5 年 12 月末現在 

区 分 氏   名 現  職（又は主要経歴） 任命年月日 

公

益

委

員

会長 

水 野 紀 子 
白鷗大学法学部教授 令和4年4月1日 

会長代理 

岡 﨑 貞 悦 
弁 護 士 令和4年4月1日 

豊 田 耕 史 弁 護 士 令和4年4月1日 

佐々木 く み 東北学院大学法学部法律学科教授 令和4年4月1日 

労

働

者

委

員

佐々木 弘 昭 
全日通労働組合宮城支部特別執行委

員 
令和4年4月1日 

加 藤   仁 ＵＡゼンセン宮城県支部支部長 令和4年4月1日 

高 橋   京 
国立大学法人東北大学職員組合書記

次長 
令和4年4月1日 

佐 竹 一 則 
日本労働組合総連合会宮城県連合会 

事務局長 
令和4年4月1日 

北   舘   和 彦  自治労宮城県本部中央副執行委員長 令和5年8月1日 

使

用

者

委

員

大 内 栄 治 （株式会社七十七銀行取締役） 令和4年4月1日 

伊 藤 光 芳 
（株式会社本山製作所執行役員管理

本部長） 
令和4年4月1日 

成 田   努 
一般社団法人宮城県経営者協会専務

理事 
令和4年4月1日 

小野木 克 之 （株式会社河北新報社専務取締役） 令和4年4月1日 

清  野      敦 
東北電力株式会社ビジネスサポート

本部人財部部長 
令和5年6月1日 

※区分ごとに就任順 
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第２節 あっせん員候補者 

 労調法第 10条の規定に基づくあっせん員候補者は、次のとおりである。 

 

宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿 

 

令和 5年 12 月末現在 

氏    名 現  職（又は主要経歴） 委嘱年月日 

水 野 紀 子 
宮城県労働委員会委員 

白鷗大学法学部教授 
令和4 年4 月1 日

岡 﨑 貞 悦 
宮城県労働委員会委員 

弁 護 士 
令和4 年4 月1 日

豊 田 耕 史 
宮城県労働委員会委員 

弁 護 士 
令和4 年4 月1 日

佐々木 く み 
宮城県労働委員会委員 

東北学院大学法学部法律学科教授 
令和4 年4 月1 日

佐々木 弘 昭 
宮城県労働委員会委員 

全日通労働組合宮城支部特別執行委員 
令和4 年4 月1 日

加 藤   仁 
宮城県労働委員会委員 
ＵＡゼンセン宮城県支部支部長 令和4 年4 月1 日

高 橋   京 
宮城県労働委員会委員 

国立大学法人東北大学職員組合書記次長 
令和4 年4 月1 日

佐 竹 一 則 
宮城県労働委員会委員 

日本労働組合総連合会宮城県連合会事務局長 
令和4 年4 月1 日

北  舘  和  彦 
宮城県労働委員会委員 

自治労宮城県本部中央副執行委員長 
令和5 年8 月1 日

大 内 栄 治 
宮城県労働委員会委員 

（株式会社七十七銀行取締役） 
令和4 年4 月1 日

伊 藤 光 芳 
宮城県労働委員会委員 

（株式会社本山製作所執行役員管理本部長） 
令和4 年4 月1 日

成 田   努 
宮城県労働委員会委員 

一般社団法人宮城県経営者協会専務理事 
令和4 年4 月1 日

小野木 克 之 
宮城県労働委員会委員 

（株式会社河北新報社専務取締役） 
令和4 年4 月1 日

清  野      敦 
宮城県労働委員会委員 

東北電力株式会社ビジネスサポート本部人財部部長
令和5 年6 月1 日
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２ 公益委員会議 

   規則第 3 条第 1 項第 2 号に規定する公益委員会議は、次のとおり

開催された。  

 

回数 開催月日 議  題 結 果 

512 7 月 4 日 

(火) 

第 44期労働者委員候補者の推薦に係

る労働組合の資格審査について 

 

労組法に適

合すると決

定 
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 （２）事務局連絡会議 

 

イ 全国会議 

（イ）全国労働委員会事務局長連絡会議 

      開催年月日：令和5年6月8日(木) 

      場   所：茨城県水戸市 

      議   事： 

１ 審査概況等について 

２ 調整事件等の概況について 

３ その他 

      議 題 懇 談： 

      今後の労働委員会における個別労働紛争解決業務の位置 

    づけについて            （中労委提案） 

       

（ロ）全国労働委員会事務局審査主管課長会議 

   開催年月日：令和5年10月30日（月） 

   場   所：東京都港区 

   議   事： 

第１議題「履行確認（労委規則45条2項）について」 

第２議題「研修制度について」 

第３議題「労働委員会事務局における人材確保・育成に

ついて」 

報告事項「救済命令取消訴訟における指定代理人制度に

ついて」等 

 

（ハ）全国労働委員会事務局調整主管課長会議 

   開催年月日：令和5年10月31日（火） 

   場   所：東京都港区 

   議   事： 

１ 中央労働委員会事務局からの説明 

調整業務の運営について 

２ 都道府県労働委員会からの事例報告 

(1) 労働争議調整事件（1事例） 

(2) 個別労働紛争事件（1事例） 

３ グループ討議・グループ発表 

 

 

   ロ 北海道・東北六県労働委員会事務局連絡会 

   （イ）事務局長連絡会議 

開催年月日：令和5年6月1日（木）  
場   所：秋田県秋田市  
議   事：  
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 （２）事務局連絡会議 

 

イ 全国会議 

（イ）全国労働委員会事務局長連絡会議 

      開催年月日：令和5年6月8日(木) 

      場   所：茨城県水戸市 

      議   事： 

１ 審査概況等について 

２ 調整事件等の概況について 
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      議 題 懇 談： 
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    づけについて            （中労委提案） 

       

（ロ）全国労働委員会事務局審査主管課長会議 

   開催年月日：令和5年10月30日（月） 

   場   所：東京都港区 

   議   事： 

第１議題「履行確認（労委規則45条2項）について」 

第２議題「研修制度について」 

第３議題「労働委員会事務局における人材確保・育成に

ついて」 

報告事項「救済命令取消訴訟における指定代理人制度に

ついて」等 

 

（ハ）全国労働委員会事務局調整主管課長会議 

   開催年月日：令和5年10月31日（火） 

   場   所：東京都港区 

   議   事： 

１ 中央労働委員会事務局からの説明 

調整業務の運営について 

２ 都道府県労働委員会からの事例報告 

(1) 労働争議調整事件（1事例） 

(2) 個別労働紛争事件（1事例） 

３ グループ討議・グループ発表 

 

 

   ロ 北海道・東北六県労働委員会事務局連絡会 

   （イ）事務局長連絡会議 

開催年月日：令和5年6月1日（木）  
場   所：秋田県秋田市  
議   事：  

議題１ 第78回全国労働委員会連絡協議会総会へブロッ

クとして提出する議題について（報告） 

議題２ 令和5年度北海道及び東北六県労働委員会連絡

協議会予算（案）について 

 
   （ロ）審査・調整課長連絡会議 

      開催年月日：令和5年8月31日（木）～9月1日（金） 

      場   所：宮城県仙台市 

      研 修 議 題： 

(1)-①派遣労働者の個別あっせんに係る事業主の範囲に

ついて               （北海道） 

(1)-②最後陳述書について         （北海道） 

(1)-③あっせん申請者が県出資第三セクター法人社員で

ある場合の使用者説得について       （青森県） 

(1)-④不当労働行為救済申立に係る救済命令の記述及び

不履行判断等について           （秋田県） 

(1)-⑤あっせん事項があっせんによる紛争解決に馴染ま

ないと考えられる場合の対応について （福島県） 

(2)-①ブロック総会やブロック研修会における研修課題

への事務局の対応について           （青森県） 

(2)-②メール労働相談等への対応について    （岩手県） 

(2)-③長時間に及ぶ労働相談への対応について（岩手県） 

(2)-④不当労働行為申立て手続以外の組合資格審査にお

いて、使用者側が組合に対し非協力的な態度を取

り続けている場合の対応について  （宮城県） 

(2)-⑤個別労使紛争のあっせん事件における申請者及び

被申請者への事情聴取時確認事項について 

(宮城県) 

(2)-⑥労働委員会の周知広報活動について  （宮城県） 

(2)-⑦LGWANポータル(http://portal.lgwan.jp)の掲示

板の利活用について         （秋田県） 

(2)-⑧中労委等が主催する会議及び研修（以下「会議等」）

に参加した委員からの報告等のあり方について 

        (山形県) 

(2)-⑨事業者に向けた講座等の効果的な広報について 

        (福島県) 
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 （２）活動状況 

  イ 委員研修会

開 催 日 研 修 内 容 

4 月 27日（木） 令和５年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会総

会の研修課題についての意見交換・検討 

【研修課題１】（審査） 

   不誠実団交事件への対応について 

【研修課題２】（調整） 

有期雇用社員の労働契約更新時に、労働条件の不利益

変更を強いられたと主張するあっせん事案への対応に

ついて 

 

6 月 22日（木） 個別労使紛争あっせんの事例報告（令和５年第 1号） 

 

9 月 14日（木） 

 

令和５年度北海道及び東北六県労働委員会連絡協議会研

修会の研修課題についての意見交換・検討 

【研修課題１】（審査） 

  労組法上の使用者性と不当労働行為の成否について 

【研修課題２】（調整） 

事務処理を誤ったとしてなされた懲戒処分の撤回を

求める労働者からのあっせん申請への対応について 

 

11 月 27 日（月） 令和５年度東北地区労使関係セミナー 

 

基調講演「職場のハラスメント対策 ～パワーハラスメン

トに対する使用者の対策について～」 

 ○講師：中央労働委員会東日本区域地方調整委員 

     成蹊大学法学部法律学科教授 原 昌登 氏 

 

 パネルディスカッション「労働紛争解決事例の検討」 

 ○コーディネーター 

  山上 朗  氏  山形県労働委員会会長、弁護士 

 ○コメンテーター 

   原 昌登 氏  （上掲） 

  村山 永  氏  山形県労働委員会会長代理、弁護士 

  渡部 貴之 氏  山形県労働委員会 労働者委員、 

          自治労山形県本部 執行委員長 

  石原 信義 氏  山形県労働委員会 使用者委員、 

          山形パナソニック株式会社 取締役 

          執行役員 管理センター長（兼） 

総務部長 
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開 催 日 研 修 内 容 

12 月 4日（月） 

～5日（火） 

 

 

令和５年度公労使委員個別紛争専門研修 

 

○裁判例の動向 

   早稲田大学法学学術院教授 竹内 寿 氏 

○個別紛争処理の経験が豊かな都道府県労働委員会にお

けるあっせんの成功・失敗事例 

  ・青森県労働委員会 

  ・岡山県労働委員会 

  ・長崎県労働委員会 

○労働関係法令の改正等の動向 

   京都大学大学院人間・環境学研究科教授 

  小畑 史子 氏 

○スキル、ノウハウ、経験等に係る情報交換 

  テーマ１ 発表事例についての意見交換 

  テーマ２ 「今後の労委における個紛の位置づけ」に

ついて意見交換 

 

 

  ロ 広報活動 

労働委員会の個別労使紛争あっせん制度及び労働委員会事務局の労働相

談窓口についてＰＲを行った。 

県政だより、新聞（県からのお知らせ）、県政ラジオ番組、データ放送、

県ホームページ、県メールマガジン及び県フェイスブックを活用するとと

もに、市町村、関係機関、大学・専門学校、コンビニエンスストア等に周

知用チラシの配架及び周知用ステッカーの掲示を依頼したほか、市町村や

関係団体に広報誌・ホームページへの記事の掲載を依頼し、周知を図った。 

また、「個別労働関係紛争処理制度」周知月間（10 月）に、ＪＲ仙台駅

において労働委員会委員と事務局職員がＰＲラベル付きウェットティッ

シュを配布したほか、労働委員会の制度を紹介するパネルを県庁・県図書

館に設置するなどの取組を実施した。 

加えて、労働組合 1団体に労働委員 

会制度に関する出前講座を実施したほ 

か、労働組合 1団体、大学 3校、高校 

3校及び支援学校 1校においてワーク 

ルールに関する出前講座を実施した。 

また、企業 2社において「魅力ある職 

場づくり」に関する出前講座を実施し 

た。 

 ５ 相談 

令和 5年に相談（来局、電話、電子メール）のあった件数は 1,103 件であ

る。 

相談事項別では、個別労使紛争に関するものが 21件、不当労働行為救済申

立てに関するものが 2件、組合資格審査に関するものが 1件、その他労働問

題一般に関するものが 1,079 件となっている。 

相談者の産業別では、「医療、福祉」が 182 件、「サービス業（他に分類

されないもの）」が 127 件、「建設業」が 90 件、「卸売業、小売業」が 83

件、「運輸業、郵便業」が 72件、「宿泊業、飲食サービス業」が63件、「製

造業」が 54件、「生活関連サービス業、娯楽業」が 43件、「学術研究、専

門・技術サービス業」が 24件、「教育、学習支援業」が 18件、「情報通信

業」が 10件、「複合サービス事業」及び「公務」がそれぞれ 9件、「金融業、

保険業」が 8件、「農業・林業」及び「不動産業、物品賃貸業」がそれぞれ

7 件、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 4 件、「鉱業、採石業、砂利採取

業」が 2件、「漁業」が 1件、「業種不明」は 290 件である。 

なお、相談の後に、労働委員会へ申請や申立てがなされたものは、個別労

使紛争のあっせん申請が 4件であり、労働争議のあっせん申請等はなかった。 

 

第１表 相談取扱状況 

（単位：件）     

年別 件数 

相  談  事  項 

労働争議 

の調整 

不当労働

行為救済

申立て 

組合資格

審査 

地公労法

認定告示

個別労使

紛争 

その他 

労働問題

一般 

R元 

R2 

R3 

R4 

R5 

 1,008 

 1,073 

 1,012 

   978 

 1,103 

     4 

     4 

    1 

   1 

  － 

   

    10

     4

     2

   －

    2

  

    －

     3

     2

     2

     1

－

－

－

－

－

    30

    20

    10

     8

    21

  964 

 1,042

  997 

   967 

 1,079 
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－
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第２節 本県の労働情勢 

 １ 令和５年春闘・その他の要求闘争の概況 

連合宮城は、令和 5年の春闘について、「ほぼ 30年ぶりとなる水準の賃上

げ」を実現したことは、「直近の物価高による組合員家計への影響はもちろん

のこと、賃金水準の停滞が企業経営や産業の存続、ひいては日本の経済成長

に及ぼす影響について、労使が中長期的視点を持って粘り強くかつ真摯に交

渉した結果であり、未来につながる転換点となり得るもの」と受け止めてい

る。 

具体的な取組としては、2月21日・22日に全国一斉集中労働相談ホットライ

ンを実施し、2月28日に総決起集会を開催したほか、3月2日には宮城県経営者

協会との労使懇談会を開催し、要請書を提出した。 

また、宮城県労連では、物価上昇を上回る大幅賃上げを訴え、統一要求額

として月額 25,000 円以上、時間額 190 円以上をかかげて、2 月 14 日に地域

総行動として街頭でのチラシ配布等を実施するとともに、3 月 9 日にはスト

ライキを含む統一行動を行った。 

一方、宮城県経営者協会は、企業の「社会的な責務」として積極的な賃金

引上げに取り組むとともに、働きやすい職場環境の整備と雇用形態にかかわ

らない公正な待遇を確保していくことが重要であるとの見解を、3 月 2 日に

開催された連合宮城との労使懇談会において表明した。 

 

 （１）春闘の妥結状況 

    連合宮城のまとめでは、平均妥結額（加重平均）は、10,888 円（引上げ

率 3.86％）となり、全体的には額・率ともに前年を上回る結果となった。 

    県経営者協会のまとめでは、平均妥結額（加重平均）は、7,194 円（引上

げ率 2.60％）であった。 

 

 （２）一時金の妥結状況 

    連合宮城のまとめでは、年間一時金の平均妥結額（加重平均）は、

1,394,469 円（前年比 13.83％増）であった。 

    県経営者協会のまとめでは、夏季一時金の平均妥結額（加重平均）は、 

604,426 円（前年比 4.19％減）、年末一時金の平均妥結額（加重平均）は、

649,917 円（前年比 3.30％増）であった。 
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 ２ 労働争議 
県雇用対策課の「労働争議統計調査」によると、令和 5年における県内の

労働争議発生件数は 2件、総参加人員は 2,660 人で、このうち、行為参加人

員は 66人であった（第１表）。 

労働争議発生件数を産業別にみると、「医療、福祉」が 2件となっている。 

 

第１表 労働争議発生状況 

年 別 

総   数 
争 議 行 為 を       

伴わないもの       

争 議 行 為 を            

伴 う も の             

件数 
総 参 加    

人  員
件数

総 参 加    

人  員
件数

総 参 加     

人  員 

行為参加 

人  員 

R元 

R2 

R3 

R4 

R5 

  5 

  5 

  4 

  2 

  2 

3,341

96

2,702

2,660

2,660

－ 

3

1

－

－

  － 

3 

1 

 －

－

 5 

  2 

3 

  2

2

3,341  

93  

2,701  

2,660 

2,660  

  224 

32 

65 

    62 

66 
     資料出所：県雇用対策課「労働争議統計調査」 

 

 （注）１ 争議行為を伴わないもの：争議行為を伴わないが、労働委員会の 

             調整（あっせん、調停、仲裁）のほか、労働争議の 

             解決のために第三者の関与があったもの 

    ２ 総参加人員：争議期間中における当該組合の組合員数が最も多 

             い日の組合員数 

    ３ 行為参加人員：争議期間中における争議行為に参加した実人員数 

 

  

－　　－23



３ 労働組合の組織状況 
県雇用対策課の「令和 5年労働組合基礎調査」によると、令和 5年 6月 30日

現在における県内の労働組合数は 978 組合で、前年（1,004 組合）に比べ 26組

合（2.6％）減少した。組合員数は 133,239 人で、前年（133,932 人）に比べ 693

人（0.5％）減少した。このうち、パート労働者が加入している組合数は 201 組

合（全体の 20.6％）で、組合員数は 18,473 人（同 13.9％）となっている。 

また、推定組織率は、12.2％となっている（第２表）。 

県内主要団体への加盟状況をみると、日本労働組合総連合会宮城県連合会（連

合宮城）が 461 組合（組合総数の 47.1％）・組合員数 70,158 人（組合員総数の

52.7％）、宮城県労働組合総連合（県労連）が 106 組合（同 10.8％）・組合員数

10,399 人（同 7.8％）となっており、主要団体に加盟していない組合（無加盟）

は 411 組合（同 42.0％）・組合員数 52,682 人（同 39.5％）となっている。 

 

第２表 労働組合数・組合員数及び組織状況 

年 別 組 合 数 組合員数（人） 推定組織率（％） 

R元 

R2 

R3 

R4 

R5 

     1,089 

     1,063 

     1,007 

     1,004 

     978   

     147,645 

     139,849 

     131,712 

     133,932 

     133,239 

     13.1 

     12.9 

     12.1 

     12.4 

     12.2 

資料出所：県雇用対策課「労働組合基礎調査」 

 

 

 

  推 定 組 織 率 ＝             × 100 

 

 

  令和 5年推定組織率  ＝            × 100  ≒  12.2％ 

 

 

 （注） 推定雇用者数は、「経済センサス基礎調査」における従業者数（令和

2 年からは「就業構造基本調査」の雇用者数）を基礎に、「毎月勤労統

計調査地方調査」（県統計課）の常用雇用者数の増減率を考慮して推定

している。 

構成比は四捨五入によって端数処理しているため、合計が 100％にな

らないことがある。 

 

組 合 員 数

推 定 雇 用 者 数 

133,239 人 

1,094,500 人 
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第５表 組合員規模別取扱件数（新規係属分） 

区   分 R元 R2 R3 R4 R5 

50 人未満   － － － － － 

50 人～ 99 人 － － － － － 

100 人～199 人 － － － － － 

200 人～299 人 － － 1 － － 

300 人～499 人 － 1 － － － 

500 人～999 人 － － － － － 

1,000 人以上   － 1 － － － 

不 明 1 1 － － － 

計 1 3 1 － － 

（注） 組合員数は、当該争議に係る支部又は分会の組合員数で計上した。 

 

 

 

第６表 上部団体加盟系統別取扱件数（新規係属分） 

区   分 R元 R2 R3 R4 R5 

連    合 － － － － － 

全  労  連 1 2 － － － 

そ  の   他 － 1 － － － 

計 1 3 － － － 

（注） 上部団体への加盟系統については、本県レベルのもので区分し 

計上した。 
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第８表 調整事項別取扱件数（新規係属分） 

区       分 R元 R2 R3 R4 R5 

Ａ 組 合 承 認 ・ 組 合 活 動            － － － － － 

Ｂ 協約締結・改定・解釈・実施            － － － － － 

Ｃ 労 働 条 件 改 定            1 4 1 － － 

(1)賃 金           1 4 1 － － 

賃 上 げ         － － － － － 

一 時 金         － 1 － － － 

諸 手 当         － 1 － － － 

そ の 他 賃 金         1 2 － － － 

退職金、解雇手当、休業手当 － － 1 － － 

(2)賃金以外の労働条件           － － － － － 

労働時間、休日休暇 － － － － － 

作 業 方 法 の 変 更         － － － － － 

定 年 制         － － － － － 

そ の 他         － － － － － 

Ｄ 経 営 人 事            － 1 1 － － 

事業休廃止・縮小         － － － － － 

企業合併、営業譲渡 － － － － － 

人 員 整 理         － － － － － 

配 転         － 1 － － － 

解 雇         － － 1 － － 

そ の 他         － － － － － 

Ｅ 福 利 厚 生            － － － － － 

Ｆ 団 交 促 進            － － － － － 

Ｇ そ の 他            － 1 － － － 

計 1 6 2 － － 

新 規 係 属 事 件 数             1 3 1 － － 

1事件当たりの平均調整事項数 1.0 2.0 2.0 － － 

（注）１ 1事件に 2つ以上の調整事項がある場合、それぞれ区分し計上したの

で、調整事件数とは一致しない。 

   ２ 調整事項が変更となった場合、変更後の調整事項により区分し計上

した。 
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第９表 終結区分別取扱件数 

年別 取扱 

件数 

（Ａ） 

解 決（Ｂ） 打切り

 

 

取下げ

 

（Ｃ）

不開始 

 

（Ｄ） 

翌年へ

の繰越 

（Ｅ） 

解決率

 

（％）
 

案提

示等 

自主

交渉

協約

締結

R元     2 － － 1 － －     1     － 100.0

R2 3 － －    － 2 1 － － 0.0

R3 1 1 －    － － － － － 100.0

R4 － － － － － － － － －

R5 － － － － － － － － －

計   6 1 －    1 2 1     1 －   50.0
 
（注）１ 「自主交渉」には、調整員の指名後において、事務局の事情聴取や 
    あっせん活動の影響を受けて、申請者が自主的な話合い等により解決し 
    たとして取り下げた場合が含まれる。 

   ２ 

    解決率（％）＝             ×100 

 

 

第１０表 所要日数別取扱件数 

区 分         R元 R2 R3 R4 R5 

  5日  未   満 － － － － － 

  5日  ～   9日 － － － － － 

 10日  ～  14日 － － － － － 

 15日  ～  19日 － － － － － 

 20日  ～  29日 － － － － － 

 30日  ～  49日 － － － － － 

 50日  ～  99日 － 2 1 － － 

100日  ～ 199日 － － － － － 

200 日  以   上 1 － － － － 

 計 1 2 1 － － 

延べ所要日数  （ 日 ） 244 143 71 － － 

1件当たりの平均所要日数 244.0 71.5 71.0 － － 

（注）１ 前年からの繰越分は終結年において計上した。 

   ２ 不開始、指名前取下げ及び翌年への繰越分を除く。 

  

Ｂ

Ａ－（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

第１１表 調整回数別取扱件数 

区     分 R元 R2 R3 R4 R5 

0   回 － － － － －

1   回 － 1 1 － －

2   回 － － － － －

3      回 － 1 － － －

4   回 1 － － － －

5      回 － － － － －

6 回 以 上 － － － － －

計 1 2 1 － －

調整を開催した事件数 1 2 1 － －

 調整延べ開催数（ 回 ） 4 4 1 － －

調整を開催した事件の 

1件当たりの平均回数 
4.0 2.0 1.0 － －

（注）１ 前年からの繰越分は終結年において計上した。 

      ２ 不開始、指名前取下げ及び翌年への繰越分を除く。 

 

第１２表 新規係属事件における合同労組事件の係属状況 

（単位：件） 

年 別 全事件 合 同 労 組 事 件 
合同労組事件中 

駆込み訴え事件 

R元       1    1 (100.0％)    1 (100.0％)〔 100.0％〕

R2    3 3 (100.0％) 2 ( 66.7％)〔  66.7％〕

R3    1 1 (100.0％) 1 (100.0％)〔 100.0％〕

R4    － － (    －) － (     －)〔      －〕

R5    － － (    －) － (     －)〔      －〕

（注）１ 「合同労組」とは、一定の地域で企業の枠を超え、中小企業の労働者 

    を主に組織し、個人加盟ができる組合のことをいう。（中央労働委員会 

    事務局「都道府県労働委員会状況報告要領」より） 

   ２ 「駆込み訴え事件」とは、労働者が調整事件となり得る状況が発生し

た後に合同労組に加入し、当該組合から当該事項を調整事項として申請

があった事件。（中央労働委員会事務局「都道府県労働委員会状況報告

要領」より） 

   ３ 合同労組事件中駆込み訴え事件欄の（ ）は新規係属事件数に占める割

合、〔 〕は合同労組事件数に占める割合である。 
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第９表 終結区分別取扱件数 

年別 

取扱 

件数 

（Ａ）

解 決（Ｂ） 

打切り

 

 

取下げ

 

（Ｃ）

不開始

 

（Ｄ）

翌年へ

の繰越 

（Ｅ） 

解決率

（％）

 

  
案提

示等 

自主

交渉

協約

締結
     

R元     2 － － 1 － －     1     － 100.0

R2 3 － －    － 2 1 － － 0.0

R3 1 1 －    － － － － － 100.0

R4 － － － － － － － － －

R5 － － － － － － － － －

計   6 1 －    1 2 1     1 －   50.0
 
（注）１ 「自主交渉」には、調整員の指名後において、事務局の事情聴取や 
    あっせん活動の影響を受けて、申請者が自主的な話合い等により解決し 
    たとして取り下げた場合が含まれる。 

   ２ 

    解決率（％）＝             ×100 

 

 

第１０表 所要日数別取扱件数 

区 分         R元 R2 R3 R4 R5 

  5日  未   満 － － － － － 

  5日  ～   9日 － － － － － 

 10日  ～  14日 － － － － － 

 15日  ～  19日 － － － － － 

 20日  ～  29日 － － － － － 

 30日  ～  49日 － － － － － 

 50日  ～  99日 － 2 1 － － 

100日  ～ 199日 － － － － － 

200 日  以   上 1 － － － － 

 計 1 2 1 － － 

延べ所要日数  （ 日 ） 244 143 71 － － 

1件当たりの平均所要日数 244.0 71.5 71.0 － － 

（注）１ 前年からの繰越分は終結年において計上した。 

   ２ 不開始、指名前取下げ及び翌年への繰越分を除く。 

  

Ｂ

Ａ－（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）

第１１表 調整回数別取扱件数 

区     分 R元 R2 R3 R4 R5 

0   回 － － － － －

1   回 － 1 1 － －

2   回 － － － － －

3      回 － 1 － － －

4   回 1 － － － －

5      回 － － － － －

6 回 以 上 － － － － －

計 1 2 1 － －

調整を開催した事件数 1 2 1 － －

 調整延べ開催数（ 回 ） 4 4 1 － －

調整を開催した事件の 

1件当たりの平均回数 
4.0 2.0 1.0 － －

（注）１ 前年からの繰越分は終結年において計上した。 

      ２ 不開始、指名前取下げ及び翌年への繰越分を除く。 

 

第１２表 新規係属事件における合同労組事件の係属状況 

（単位：件） 

年 別 全事件 合 同 労 組 事 件 
合同労組事件中 

駆込み訴え事件 

R元       1    1 (100.0％)    1 (100.0％)〔 100.0％〕

R2    3 3 (100.0％) 2 ( 66.7％)〔  66.7％〕

R3    1 1 (100.0％) 1 (100.0％)〔 100.0％〕

R4    － － (    －) － (     －)〔      －〕

R5    － － (    －) － (     －)〔      －〕

（注）１ 「合同労組」とは、一定の地域で企業の枠を超え、中小企業の労働者 

    を主に組織し、個人加盟ができる組合のことをいう。（中央労働委員会 

    事務局「都道府県労働委員会状況報告要領」より） 

   ２ 「駆込み訴え事件」とは、労働者が調整事件となり得る状況が発生し

た後に合同労組に加入し、当該組合から当該事項を調整事項として申請

があった事件。（中央労働委員会事務局「都道府県労働委員会状況報告

要領」より） 

   ３ 合同労組事件中駆込み訴え事件欄の（ ）は新規係属事件数に占める割

合、〔 〕は合同労組事件数に占める割合である。 
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第５節 不当労働行為の審査 

 １ 概要 

 （１）審査の実施状況 

    令和 5年に新たに申立てのあった事件及び前年から繰り越された事件は

なかった。 

 

 （２）審査期間の目標達成状況 

    当委員会では、労組法第 27 条の 18 の規定による審査期間の目標を「1

年 6か月」と設定している。令和 5年に新たに申立てのあった事件及び係

属している事件はなかった（第３表）。 

 

 （３）再審査関係等 

    令和 5年に新たに申立てのあった再審査事件及び係属している再審査事

件はなかった（第４表）。 

    初審関係行政訴訟及び再審査関係行政訴訟のいずれも、係属している事

件はない（第５表及び第６表）。 

    審査の実効確保の措置勧告申立てはなかった（第７表）。 

    物件提出命令の申立てはなかった（第８表）。 

 

 （４）合同労組事件の概況 

    令和 5 年に新たに合同労組から申立てのあった事件はなかった（第９

表）。
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第５節 不当労働行為の審査 

 １ 概要 

 （１）審査の実施状況 

    令和 5年に新たに申立てのあった事件及び前年から繰り越された事件は

なかった。 

 

 （２）審査期間の目標達成状況 

    当委員会では、労組法第 27 条の 18 の規定による審査期間の目標を「1

年 6か月」と設定している。令和 5年に新たに申立てのあった事件及び係

属している事件はなかった（第３表）。 

 

 （３）再審査関係等 

    令和 5年に新たに申立てのあった再審査事件及び係属している再審査事

件はなかった（第４表）。 

    初審関係行政訴訟及び再審査関係行政訴訟のいずれも、係属している事

件はない（第５表及び第６表）。 

    審査の実効確保の措置勧告申立てはなかった（第７表）。 

    物件提出命令の申立てはなかった（第８表）。 

 

 （４）合同労組事件の概況 

    令和 5年に新たに合同労組から申立てのあった事件はなかった（第９表）。

第１表 令和５年不当労働行為事件該当号別処理状況 

（単位：件） 

審 査 状 況  

 

 

 

 

申 立 内 容 

令
和

2

年
か
ら
係
属 

令
和

3

年
か
ら
係
属 

令
和

4

年
か
ら
係
属 

令

和

5 

年

申

立

て

計 

終 結 状 況 令

和

6

年

へ

繰

越

し

命令・決定 和解・取下 

計 

救

済 

棄

却 

却

下 

関

与

和

解 

無

関

与

和

解 
取

下

げ 

労 

組 

法 

第 

7 

条 

1号 － － － － － － － － － － － － －

2号 － － － － － － － － － － － － －

3号 － － － － － － － － － － － － －

4号 － － － － － － － － － － － － －

1･2号 － － － － － － － － － － － － －

1･3号 － － － － － － － － － － － － －

1･4号 － － － － － － － － － － － － －

2･3号 － － － － － － － － － － － － －

2･4号 － － － － － － － － － － － － －

1･2･3号 － － － － － － － － － － － － －

1･2･3･4 号 － － － － － － － － － － － － －

総数 － － － － － － － － － － － － －

 

 

第２表 取扱件数及び処理件数 

（単位：件） 

 R 元 R2 R3 R4 R5 

係属状況 

前 年 か ら 繰 越 し 4 3 3 1 － 

新 規 1 1 － － － 

計 5 4 3 1 － 

処理状況 

命令・決定 

救 済 1 1 1 － － 

棄 却 － － － － － 

却 下 － － － － － 

和解・取下げ 

関 与 和 解 － － 1 1 － 

無関与和解 1 － － － － 

取 下 げ － － － － － 

計 2 1 2 1 － 

翌 年 へ の 繰 越 し 3 3 1 － － 
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第６節 労働組合の資格審査 

 令和 5 年に取り扱った労働組合資格審査は、新規申請件数 5 件であっ

た（第１表）。  

 そのうち、労組法に適合すると決定したものは 1 件、打切り（取下げ

含む）となったものは 1 件、翌年への繰越しは 3 件であった（第２表）。 
 
 

第１表 申請事由別係属件数  
                     （単位：件） 

内 訳 

事由別  
Ｒ4 年以前

から係属  
Ｒ5 年申請 計  

 

不 当 労 働 行 為  

救 済 申 立 

法 人 登 記 

委 員 推 薦 

総 会 決 議 

審 査 再 開 

総 数 

 

－  

       －  

     －  

     －  

     －  

       －  

 

－  

     －  

      5 

     －  

     －  

      5 

 

      －  

      －  

     5 

     －  

     －  

     5 

 
 

第２表 事由別終結件数  
                        （単位：件）  

内 訳 

事由別  
取扱  
件数  

終 結 件 数 
繰越し  

補 正

勧 告適 合 不適合 打切り 取下げ 計  
 

不 当 労 働 行 為 
救 済 申 立 

法 人 登 記 

委 員 推 薦 

総 会 決 議 

審 査 再 開 

総 数 

 

－  

－ 

5 

－  

－ 

5 

 

－  

－ 

1 

－  

 －  

1 

 

－  

 －  

 －  

 －  

 －  

 －  

 

 －  

 －  

 －  

 －  

 －  

 －  

 

 －  

－  

 1 

 －  

 －  

1 

 

 －  

－  

2 

－ 

 －  

2 

    

 －  

－  

3  

－  

  －  

  3 

 

－  

－ 

－  

－  

 － 

－  
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第７節 個別労使紛争のあっせん 

 令和 5年中のあっせん取扱件数は 5件であり、前年からの繰越分はなかった（第

１表）。 

新規係属事件の概要は、申請者別では労働者からの申請が 5 件であり、雇用形

態別では、正規社員 2件、非正規社員 3件となっている（第２表～第３表）。 

産業別では「卸売業、小売業」が 2 件、「建設業」、「製造業」及び「医療、

福祉」がそれぞれ 1件である（第４表）。 

あっせん事項別では、「経営人事」、「労働条件等」及び「職場の人間関係」

がそれぞれ 2件、「賃金等」が 1件、「その他」が 5件となっている。 

なお、1 事件に 2 つ以上のあっせん事項がある場合、それぞれ区分し計上した

ので、取扱件数とは一致しない（第５表）。 

終結状況は、解決が 3件、打切りが 2件となっている（第６表）。 

また、申請から終結までの平均所要日数は 42.4 日となっている（第７表）。 

 

 

第１表 取扱件数 

年 別 前年繰越件数 新規係属件数 計 

R元 

R2 

R3 

R4 

R5 

          1 

     － 

      1 

     － 

     － 

          5 

      6 

      2 

     － 

      5 

          6 

           6 

           3 

     － 

      5 

 

 

第２表 申請者別取扱件数（新規係属分） 

年 別 労  働  者 使 用 者 双   方 計 

R元 

R2 

R3 

R4 

R5 

        4 

         6 

         2 

         － 

         5 

        1 

       －

       －

         －

         －

       － 

       － 

    － 

       － 

       － 

        5 

         6 

         2 

         － 

         5 
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第５表 あっせん事項別取扱件数（新規係属分） 

区         分 R元 R2 R3 R4 R5 

Ａ 経 営 人 事 （ 解 雇 等 ）                 3     2     1    －    2

Ｂ 賃金等（賃金未払い等）                 2     4     2    －    1

Ｃ 労働条件等（社会保険等）                 1    －    －    －    2

Ｄ 職場の人間関係（パワハラ等）                 1    －     1    －    2

Ｅ そ の 他             － － 2 － 5

計     7     6     6    －    12

 （注） 1 事件に 2 つ以上のあっせん事項がある場合、それぞれ区分し計上した

ので、取扱件数とは一致しない。 

 

 

第６表 終結区分別取扱件数 

年 別 
取 扱 
件 数 

（Ａ） 

解 決（Ｂ） 

打切り
取下げ

 

（Ｃ）

不開始
 

（Ｄ）

翌 年 
へ の 
繰越し 

（Ｅ） 

解決率
 

（ ％ ）案 提 
示 等 

自 主 
解 決 

R元 

R2 

R3 

R4 

R5 

    6 

6 

3 

－ 

5 

    2 

2 

1 

－ 

3 

－

－

－

－

－

    3

3

2

－

2

    1

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ 

1 

－ 

－ 

－ 

  40.0

40.0

33.3

－

60.0

計    20    8    － 10     1 －     1   44.4
                      
（注）１ 「自主解決」には、あっせん員の指名の前後を問わず、事務局の事情

聴取やあっせん活動の影響を受けて、申請者が自主的な話合い等により
解決したとして取り下げた場合が含まれる。 

    
   ２ 解決率（％）＝             × 100 

  

  

  

    

Ｂ 

Ａ－（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
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第７表 所要日数別取扱件数 

区        分 R元 R2 R3 R4 R5 

 8日    未  満 

 8日  ～  14日 

15日  ～ 21日 

22日 ～ 30日 

31日   以  上 

－

－

－

－

     5

－

－

－

－

     5

－

－

－

－

     3

－ 

－ 

－ 

－ 

     － 

－

－

－

1

     4

計      5      5      3      －      5

延べ所要日数 （ 日 ）    365    296    192    －    212

1件当たりの平均所要日数   73.0   59.2   64.0   －   42.4

 

（注）１ 前年からの繰越分は終結年において計上した。 

２ 不開始、指名前取下げ及び翌年への繰越分を除く。 

３ 申請日から終結日までの日数により区分した。 
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第７表 所要日数別取扱件数 

区        分 R元 R2 R3 R4 R5 

 8日    未  満 

 8日  ～  14日 

15日  ～ 21日 

22日 ～ 30日 

31日   以  上 

－

－

－

－

     5

－

－

－

－

     5

－

－

－

－

     3

－ 

－ 

－ 

－ 

     － 

－

－

－

1

     4

計      5      5      3      －      5

延べ所要日数 （ 日 ）    365    296    192    －    212

1件当たりの平均所要日数   73.0   59.2   64.0   －   42.4

 

（注）１ 前年からの繰越分は終結年において計上した。 

２ 不開始、指名前取下げ及び翌年への繰越分を除く。 

３ 申請日から終結日までの日数により区分した。 
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